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公益社団法人  高知県宅地建物取引業協会
公益社団法人  全国宅地建物取引業保証協会高知本部

会長・本部長　　矢　間　慎　一

　明けましておめでとうございます。

　皆様には穏やかな初春をお迎えのことと謹んでお慶び申し上げます。

　旧年中は高知宅建の運営につきまして格別のご理解、ご協力を賜りましたことに心よりお礼申し上げ

ます。

　さて、身の周りではコロナウイルスとはあまり神経質にならずに付き合えるようになりましたが、地球

規模では、ウクライナに加えパレスチナでも戦争が始まり騒然としています。エネルギー資源はじめ食

料品等の供給も依然として不安定な様子が続いています。多方面から影響を受けて我が国の物価高は

止まらず、一部の者（選良として相当な報酬を得ながら、政治資金収支報告の虚偽記載を画策する面 ）々

を除き、国民は悲鳴をあげています。

　私たちが業務を行う環境はさらに厳しくなっていますが、ここは粘り強く、より良い提案をして消費者

のニーズに応えられるように前進することが必要かと思います。これからの一つの流れとして、いよいよ

国が「空き地、空き家対策」に本腰を入れていきます。法改正、税制改正等最新の情報を注視しつつ、

高知宅建では、窓口となる地方自治体との連携を維持しながら、会員の皆様に扱っていただく多種の

不動産流通の実現を図り、それらをもとに消費者の利益増進につとめます。

　みんなが笑顔になれますよう、まさに「ハートＤＥスマイル・ハトマーク」の高知宅建をめざしてまい

りますので、会員の皆様には変わらぬご指導のほどよろしくお願いいたします。

　結びに、皆様のご健康とご多幸をご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

新 年 の ご 挨 拶
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「人と住まいを、笑顔でつなぐ。」
公益社団法人  全国宅地建物取引業協会連合会
公益社団法人  全国宅地建物取引業保証協会

会　長　　坂　本　　久

　令和６年の年頭にあたり、一言ご挨拶申し上げます。
　昨年は、WBC(ワールドベースボールクラシック)にて大谷擁する侍ジャパンが米国との対決を制し
優勝し、日本列島を沸かせたことは記憶に新しいものがあります。
　一方、ウクライナ紛争に加え、イスラエルでも戦闘が起き、世界情勢は今年の米国大統領選挙を
見据え、先行き不透明であります。
　国内では物価高、少子高齢化、空き家問題が進展し、未だ解決の糸口が見えない状況です。特に
物価高は地価の上昇と相まって都市部では物件価格が高騰し、国民の不動産取得意欲に影響を及ぼ
しております。
　このような中、本会では各種税制要望を行い、子育て世帯・若年夫婦に配慮した住宅ローン減税
維持、並びに新築固定資産税減額措置、固定資産税の負担調整措置等が延長されました。
　また、昨年12月には改正空家特措法が施行され、空家等活用促進区域、財産管理人制度、支援
法人制度がスタートしました。
　我々宅建協会組織は、地域の空き家の担い手として国、自治体に期待されており本会でも利活用を
促進すべく、人材育成はじめ適切に対応していく所存です。
　一方政府のデジタル化の波は一昨年の電子契約の解禁に続き、宅建免許オンライン申請、不動産
IDの実証実験等各種施策が推進されております。
　本会でもハトサポBBの機能改善、Web入会システムの整備や宅建士Web法定講習での顔写真デー
タのオンライン受付等、利便性の観点から推進していく所存です。
　一昨年来、本会ではハトマークのブランディングについて検討し、昨年「新ハトマークロゴ」を策定
しました。1967年の誕生以来、50余年にわたり不動産業界の発展に寄与してきた私たちハトマークグ
ループの理念をブランドストーリーとしてまとめ、「人と住まいを、笑顔でつなぐ。」というタグラインを
設定しました。
　皆様におかれましては引き続き地域に寄り添い、人と住まいをつなぎ、みんなを笑顔にされるととも
に、2024年が良き年となることを祈念し、新年の挨拶とさせていただきます。　

新 年 の ご 挨 拶
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高知県知事　　濵田　省司

新 年 の ご 挨 拶

　明けましておめでとうございます。
　公益社団法人高知県宅地建物取引業協会並びに会員の皆さまにおかれましては、お健やかに新春をお
迎えのことと心からお喜び申し上げます。
　また、皆さまには、県内の住生活の向上や、県民の皆さまの豊かな暮らしを実現するパートナーとして、
日頃からご尽力いただいておりますことに、深く感謝申し上げます。
　さて、本県におきましては、年 、々発生の切迫度が高まっている南海トラフ地震対策を最重要課題と位
置づけ、昨年度から第５期南海トラフ地震対策行動計画に基づき、10の重点課題を柱に、それぞれに掲
げる目標の達成を目指して全力で取り組んでいるところです。
　このうち住宅の耐震化については、令和４年度末時点で耐震化率 88パーセントに達しました。第５期
計画（令和４年度から令和６年度）におきましても、年間1,500 棟を目標に耐震化を進めております。
　また、貴協会と平成17年に締結いたしました「大規模災害時における民間賃貸住宅の媒介に関する
協定」に基づきまして、被災時に必要となる応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借上げ、被災者に提供す
る賃貸型応急住宅制度のさらなる充実に取り組んでおります。
　移住促進の取り組みについては、貴協会に高知県居住支援協議会や一般社団法人高知県ＵＩターンサ
ポートセンターに参画いただいておりますことに加え、「高知県への移住促進に関する協定」に基づき、移
住希望者へ空き家等の不動産情報を提供いただくなど、多大なご協力をいただいております。
　こうした取り組みによりまして、本県への移住者数は、昨年度は1,185組、本年度は10月末時点の実
績で720 組となっているところです。
　特に移住希望者が大きなハードルと感じている住宅の確保につきましては、令和４年度から県住宅課に
空き家対策チームを設置し、移住者向け住宅の確保を含む空き家対策に取り組んでおります。
　このことにつきましても、貴協会の会員の皆さまには、引き続きのお力添えを賜りますようお願い申し上げ
ます。
　宅地建物取引業に関しましては、ＩＴ重説をはじめ、法定講習のオンライン化などデジタル化が進んで
おります。
　皆さまにおかれましては、不動産業界において多様化する消費者ニーズに対応するため、日 の々業務の
中で、様 な々工夫をされていることと存じます。
　県といたしましては、県民の皆さまが安心して暮らしていける県土づくりを目指し、引き続き全力を挙げて
取り組んでまいりますので、貴協会並びに会員の皆さまには、今後ともご支援・ご協力を賜りますようお願
い申し上げます。
　結びに、新しい年が皆さまにとりまして、すばらしい一年となりますよう、心からご祈念申し上げて、新
年のご挨拶とさせていただきます。
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　昨年末の 12 月 14 日、三翠園において研修会を開催しました。本年 4 月 1 日施行期日となる相続登記の義務
化について、改正の概要から相隣関係に関する民法や共有に関する民法の改正及び所有者不明土地・建物管理制
度について解説いただき、受講者はメモをとりながら熱心に受講しておりました。
　また、研修会の後は恒例の忘年会において、宮崎恵実氏によるＣＭソング『MY HOME』のピアノ弾き語りや
代表曲『JOY』など、お食事とお酒を楽しみながら生の歌声をご披露いただき、和やかな雰囲気で会場に彩りを
添えられ、素晴らしい忘年会となりました。

【 研修課題 】
（1）『宅建業者の所有者不明土地・建物への対処法　～民法・不動産登記法の改正・国庫帰属法の制定～』
　　　　　　　　　　立川・及川・野竹法律事務所　弁護士　立川　正雄　様

（2）『宅建ファミリー共済からのお知らせ』
　　　　　　　　　　株式会社宅建ファミリー共済　関西営業所　課長　井上　敦夫　様

（3）『ろうきん住宅ローンの紹介』
　　　　　　　　　　四国労働金庫高知ローンセンター　ローンアドバイザー　窪内　啓介　様

（4）『中古戸建売買時に役立つ ! シロアリに関する基礎知識』
　　　　	 	 	日本長期メンテナンス有限責任事業組合	環境機器株式会社
　　　　　　　　　　技術コンサルタント　　川端　健人　様

研修会及び忘年会開催

えみみゅーじっくぷろじぇくと office
〒 780-0822   高知県高知市はりまや町 1-5-11 2F Virgowl
mail：emimusicproject@gmail.com
TEL ：088-802-8656

     HP　　　　　　  インスタグラム

◇ 宮崎恵実氏の情報はこちらから ◇
C o n t a c t
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　毎週火曜日・金曜日の午後 1 時から 4 時まで、高知県宅建会館で『不動産に関する無料相談』を行って
います。宅地建物取引に関わるトラブルや疑問などお気軽にご相談下さい。毎月第 1・第 3 金曜日は弁護
士相談（午後 1 時から 3 時まで）も実施しています。
　なお、地区相談も下記のとおり開催を予定しています。詳しくは
協会までお問合せください。

【定期相談会場・お問合せ】
公益社団法人  高知県宅地建物取引業協会
公益社団法人  全国宅地建物取引業保証協会高知本部
住所：高知市上町 1 丁目 9 番 1 号　高知県宅建会館
電話：088-823-4000
ＨＰ：https://www.823-2001.com

日　　時 地区 会　　場
令和 6 年 2 月 7 日（水） 安芸地区 安芸市役所
令和 6 年 3 月 4 日（月） 仁淀地区 土佐市複合文化施設  つなーで

※両会場とも午後 1 時から午後 4 時まで

　11月 23日、高知市の帯パラ広場（高知市中央公園北側）に
おいて「空き家・空き土地の無料相談」を開催しました。
　今回も新型コロナウイルス対策を施した上で、7名の相談員
が交代で対応し、午後の部には弁護士も同席しました。
　相続した土地・空き家の処分について、それぞれのケースに
応じた有効な方法をアドバイスしました。

空き家・空き土地無料相談　開催報告

不動産無料相談のご案内

地区相談開催予定

『ハトマークサイト高知 Plus』のご案内

事務所ご案内図

市役所
電気ビル

県庁前グランド通枡形

県庁

高知城

高知
会館

２台分
カンバンあります｝北側より

２台分

３～４台分

出雲
大社

高知県宅建会館

枡形の電停を南に入る

P
P

P

　宅建協会が運営する不動産情報サイト「ハトマークサイト高知 Plus」が公開されて 4 年が経過しました。
売りたい・貸したい、の依頼を受けた不動産情報を会員が公開しています。
　他のサイトと違い重複物件が少ないことが特徴です。
　物件検索は簡単。検索方法を指定して検索開始！検索条件を保存しておけば、条件にあった物件が公開さ
れたときに、お知らせしてくれる機能（メール）もあります。また、物件の問合せもメールでできます。パ
ソコンがなくてもスマホから簡単検索、お問い合わせ OK です。ぜひご利用下さい。

■ ハトマークサイト高知 Plus　https://www.kochi-plus.com
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　この度、令和5年末に事務局を退職いたしました。事務局職員として約20年間お世話になり、多くの方々と
出会い様々な事を学びました。また、その間大過なく職責を果たせたことは、会員様をはじめ歴代役員の皆様な
らびに事務局皆様のご協力とご支援の賜物と深く感謝申し上げます。
　本年からは新たな環境に身を置きますが、皆様からご教授頂いたことを胸に精進して参ります。
　末筆ながら、皆様のご健勝とますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。

田村　保人

　はじめまして。1月5日より入職いたしました中川貴智と申します。
　未経験の業種ですので不慣れな点も多く、皆さまにはご迷惑をお掛けするかと
存じます。
一日でも早く仕事に慣れ、お役に立てるよう精進してまいります。ご指導ご鞭撻
のほどよろしくお願いいたします。

長
ながとも

友　恵
え り か

里香

中
なかがわ

川　貴
たかのり

智

事 務 局 退 職 の 挨 拶

新 入 職 員 の 紹 介

　令和5年度の宅地建物取引士資格試験は、10月 15日に全国一斉に開催されました。
　高知県につきましては、皆様のご協力により高知学園高知中学高等学校において無事実施することができまし
た。
　今年は、受験者のマスク着用は任意となったものの、試験要員はマスク着用徹底の上、実施しました。ご協力
いただきました会員の皆様、ありがとうございました。
　合格発表は11月 21日に行われ、実施結果及び合否判定基準は以下のとおりとなります。

宅 建 試 験   実 施 報 告

■令和 5年度　実施結果概要
日　時 申込者 受験者 受験率 合格者 合格率

全　国 289,096 名 233,276 名 80.7％ 40,025 名 17.2％

高知県 800 名 654 名 81.8％ 120 名 18.3％

■令和 5年度　合否判定基準
   50 問中 36 問以上正解（登録講習修了者　45 問中 31 問以上正解）

　はじめまして。昨年11月 1日より入職いたしました長友恵里香と申します。
　未経験の業種ですが、様々な事にチャレンジをして失敗をしても成長の糧とし、
少しでも早くお役に立てる存在となれるよう精一杯頑張ります。
　よろしくお願いいたします。
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紛 事争 例

（東京地判令  4・6・22 ウエストロー・ジャパン  2022WLJPCA06228010）中戸 康文

最近の裁判例から　（12）−新規契約広告宣伝費−

宅建業者が新規契約広告宣伝費名目で収受した媒介報酬
の報酬制限超過部分や架空費用等の返還を認めた事例

　賃貸建物の貸主が、建物管理を委託した宅建業
者に対し、集金賃料等から新規契約広告宣伝費等
の名目で費用を不当に利得したなどとしてその返
還を求めた事案において、実質媒介報酬のうち宅
建業法の報酬制限を超える部分や架空費用等の返
還を認めた事例

　１．事案の概要

　貸主 X（原告）は、所有する各賃貸建物（本件
各物件）について、Y（被告・宅建業者）との間で、
契約期間中に中途解約する場合は、相手方に満室
時賃料 3 か月分の違約金を支払う旨の特約を付し
た各管理委託契約（本件各契約）を締結し、本件
各物件の賃料の集金等の管理業務をYに委託した。
　平成 30 年 12 月、X は Y の債務不履行を理由に
本件各契約を解除し、「Y は、集金賃料等から、支
出を承諾していない『新規契約広告宣伝費・客付
業者協力金』を控除していた。これらの費用は、
賃貸借契約の媒介費用であり、Y には、宅建業法
46 条の規制を潜脱して報酬を受領した不当利得が
ある。」等として、当該費用や、Y が本件各物件の
賃借入より預かっている敷金・賃料等の返還を求
める本件訴訟を提起した。
　これに対して Y は、債務不履行はないとして、
本件各契約の特約に基づく違約金を求める反訴を
行い、X の不当利得の主張に対しては、「新規契約
広告宣伝費』は、Y が賃借人の新規募集業務の報
酬として取得したもので、『客付業者協力金』は、

Y が仲介業者に支払った実費である。Y は、通常
の広告宣伝では賃借入の募集が困難な物件につい
て、Xから賃借入募集の特別な依頼を受けていた。」
などと主張した。

　２．判決の要旨

　裁判所は、X の新規契約広告宣伝費等の主張に
関し、下記の通り判示して、Y の不当利得 48 万円
余等を認め、本件各契約は Y の債務不履行により
解除されたとして、Y の反訴を棄却した。

（1） 新規契約広告宣伝費について
　Y は、本件各物件について新規賃貸借契約が成
立したときは、本件各契約に基づき集金賃料等か
ら、「新規契約広告宣伝費」等の名目で 1 か月分
の賃料に相当する金員を報酬として取得していた
が、証拠等によれば、Y は、本件各物件の賃貸借
契約成立に向けた業務をしていたこと、新規契約
が成立したときは、X は Y に報酬として 1 か月分
の賃料相当額を支払うことを承諾していたと認め
られる。
　しかし、平成30年9月のY及び媒介業者Aが行っ
た賃貸借契約（賃料月額 12 万円）の媒介において、
Y は X から「新規契約広告宣伝費」の名目で 12 万
円を受領し、A は仲介手数料として 12 万 9600 円
を受領したことが認められる。当時の建物貸借の
媒介報酬の限度額は、建物の借賃 1 月分の 1.08 倍
であることから、Y は、少なくとも、12 万円から、
12 万 9600 円の 2 分の 1 である 6 万 4800 円を控除

〔（一財）不動産適正取引推進機構発行「RETIO № 131」より転載〕
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した 5 万 5200 円について、法律上の原因なく利得
して X に損失を及ぼしたと認められる。

（2） 客付業者協力金について
　証拠等によれば、Y は、本件各物件について新
規の賃貸借契約を成立させるため、いわゆる客付
業者に対して協力金の支払を約束して賃借入を募
集し、新規契約成立時には、Y が客付業者に協力
金を支払い、集金賃料等から当該金員を控除して
いたこと、この点につき X は、Y から説明を受け
て、協力金を支払うことを承諾していたことが認
められる。
　X は、客付業者に対する協力金の支払は、宅建
業法所定の上限を超える違法な行為であると主張
するが、Y は、客付業者に協力金を支払っていた
のであって、実質的に Y が協力金に相当する金員
を取得していたものではない。そして、X 及び Y
は、賃借入を募集する手立てとして客付業者に対
して協力金を支払うことを約束して、賃借人の募
集を行っていたことからすると、本件において、Y
が、集金した賃料等から協力金に相当する金員を
控除していたことが、Y が法律上の原因なく利得
していたと言志めることはできない。
　もっとも、平成 30 年 10 月分の賃料等から、客
付業者協力金として、計 92 万円余が控除されてい
るが、Y が客付業者協力金として振込送金された
のは 49 万円余にすぎず、この差額について、Y の
回答に合理的な理由は見出し難いことから、Y は
上記差額計 42 万円余を法律上の原因なく利得した
と認められる。

　3．まとめ

　当機構が調査研究を委託した「不動産媒介契約
研究委員会代表稲本東京大学教授（当時）」による、
「不動産媒介契約のあり方についての提言（平成
6 年 1 月）」では、「賃借に関する媒介報酬の上限額
を賃料の1ヵ月分相当とする建設省告示の規定は、
成約業務に要する労務・費用等の実態に照らして
見直されるべきである。…（中略）…建設省告示
を改め、賃借に関する媒介報酬の上限額を賃料の
二ヵ月分相当額を超えない範囲で新たに定める水

準に改め、媒介契約にあたってはそれを超えない
範囲で媒介報酬の総額を定めるものとし、貸主は
そのうち少なくとも新たな上限額の二分のーを負
担すべきである。」との提言がされている。しかし、
同提言から約 30 年を経過した現在に至っても、報
酬の限度額は一ヵ月分相当額のままであり、その
ことが、本件のような報酬規程の潜脱行為を招い
ているのではないかと思われる。
　もちろん、このような潜脱行為は、報酬限度額
違反のほか、重要事項説明書 · 37 条書面の不交付
等々の重要な宅建業法違反もあることから、宅建
業者として決して行ってはならない行為であるこ
とはいうまでもない。
　しかし、報酬限度額が取引の実情に合わない状
態なのにそれが放置されているとなると、法令を
遵守する業者は賃貸媒介の市場から退場して行
き、またその傾向は、賃料水準（宅建業者におい
ては報酬水準）が低い地域において顕著となるこ
とから、当該地域で賃貸取引を行う者は、残った
業法違反を厭わない業者に取引を委託するしかな
いという、不合理な状態になることが考えられる。
　個人意見であるが、賃貸の現行報酬規程につい
ては、実務実態に合わせた引き上げを行い、一方、
実質媒介報酬である「新規広告宣伝費」等の名目
の収受は、宅建業法の報酬規程（業者免許を有し
ない管理業者は無免許営業）により厳しく規制す
ることにより、宅建業者・管理業者の貸主・借主
に対する不明瞭・不適切な請求の防止による取引
者の保護が適切に行われるよう、行政・業界にお
いて報酬限度額の見直し検討を、行っていただき
たいと思う次第である。

（調査研究部上席研究員）
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「木育」×「植育」
佐川おもちや美術館＆まきのさんの道の駅・佐川

　植物学者・牧野富太郎博士の生誕地であり、町内の至るところで四季折々の植物が楽しめる
高知県佐川町。「佐川おもちや美術館」は、遊びを通してその魅力を伝えていきます。 

　赤ちゃんにも安心なおもちゃから大人も楽しめ
る世界のゲームまで、おもちゃ美術館はすべての
年代の方が楽しめるミュージアムです。

　東京おもちゃ美術館を運営す
る「芸術と遊び創造協会」が毎年
選定している「優良なおもちゃ＝
グッド・トイ」で存分に遊ぶこと
ができる部屋です。

　0～２歳の赤ちゃん専用の
部屋。赤ちゃんとその家族が、
安心してゆったり過ごせる空
間となっています。

　館内には、牧野博士ゆかりの植物をかたどったおもちゃや佐川町の野山を表現したトンネルなど、町内の林業家
やモノづくりチームの協力によりできあがった木の空間が広がります。木と植物、身の回りへの自然への興味が湧き、
地域の魅力を伝えていく「体験型美術館」です。

■ 開館時間／ 10:00 ～ 16:00
※最終入館受付　15：30
※受付時にお渡しする日付入りの入館チケットをご提
示いただくことで、当日中でしたら再入館可能です。

■ 休館日／毎週水曜日　
※水曜日が祝日の場合は開館。翌日振替休館あり
※他、年末年始休館、メンテナンス休館あり

■ 入館料	 一般	 佐川町民
　こども（1歳未満）	 無	料	 無	料
　こども（1歳以上中学生まで）	 500円	 200円
　おとな（高校生以上）	 800円	 400円
※佐川町民の方は住所がわかるものを受付でご提示ください。
※障がい者の方はご本人様のみ入館料無料となります。身体障害者手帳、
療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を受付でご提示ください。

木のおもちゃで
楽しくごっこ遊びが
できますよ。

HP

赤ちゃん木育ひろば
グッド・トイひろば

さかわマルシェ



ベーカリー

テイクアウト

レストラン

テイクアウト
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■ 営業時間／ 8:00 ～ 18:00　
※各テナントごとに異なります。※冬期変更あり

■ 定休日／ 1月 1日、2日
※各テナントごとに異なります。
※道の駅全館及び各テナントごとに、メンテナンス休業をする場合があります。あらかじめHPやSNS等
の情報をご確認ください。

■ 駐　車／大型8台、普通車89台、身障者用2台
■ 住　所／高知県高岡郡佐川町加茂 2711−1
■ お問い合わせ／TEL：	0120−117−188
　　　　　　　　	Mail：	info@makinosan.jp

「木育」×「植育」
佐川おもちや美術館＆まきのさんの道の駅・佐川

　日本を代表する植物分類学者・牧野富太郎博士の出身地、高知県佐川町。「仁淀ブルー」として有名な仁淀川の支
流が流れる自然豊かな山里に、2023 年にオープン！仁淀川流域の新鮮な野菜などが並ぶ産直市や、地場産品・地
酒をとりそろえた土産店、地元食材を使ったバウムクーヘンを製造・販売するショップやレストラン・ベーカリー
を備えた「ごちそう」が一挙に集う道の駅です。

佐川町をはじめ仁淀川流域の「ごちそう」が集う「まきのさんの道の駅・佐川」

HP

　店内で製造する道の駅オリジナ
ルの「ごちそうバウム」は、町産の
米粉を100％使用し、地層の重な
りをバウムクーヘンの層に見立て
た「地層のまち・佐川町」の新しい
ごちそうです。

　佐川町をはじめ、仁淀川流域の地場
産品や佐川町が誇る老舗酒蔵「司牡丹」
をはじめとする地酒などが並ぶ「まきの
さんの市場」。産直市では、旬の新鮮
野菜・果物のほかお弁当やスイーツもと
りそろえています。
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会 員 異 動 の お 知 ら せ【新入会者のご紹介】 

(令和5年11月20日)

① 香美地区
② (1)3031

③ 堺
さかい

　悠
ゆ う

④ さかい不動産

⑤ 香美市土佐山田町旭町1-1-10 スバルK302
⑥ 堺　悠(4802)
⑦ 0887-52-8642/0887-52-8641

入会承認日

① 地区名
② 免許番号

③ 代表者

④ 商　号

⑤ 事務所所在地
⑥ 専任宅建士（登録№）
⑦ TEL ／ FAX

【退会者】	
地区名 免許№ 商号 代表者 資格喪失日

中央東 1711 (有) 大蔵不動産 氏原 　明廣 2023/11/ 1
東 1919 イシン・コーポレーション(株) 福重 　忠良 2023/11/10

仁　淀 1071 坂本建設不動産部 坂本 　光史 2023/12/ 1
香　美 2217 (有)竹内不動産業 竹内 　隆廣 2023/12/ 1
幡　多 2792 岡﨑不動産 岡﨑 美穂子 2023/12/ 1

東 2627 (有)リードハウスシステムズ 石川 　邦治 2023/12/10

開催予定日 申込受付期間 対象者（有効期限）

第 3回 令和 6年 3月 14日（木） 令和 6年 2月 5日～ 2月 9日 令和 6年 3月 14日～ 9月 13日

住所（住居表示）や勤務先（名称変更）等の変更は事前に高知県土木部住宅課に届出が必要です。

※従来の座学講習に加え、オンデマンド形式によるWEB法定講習も行っております。
　手続き等が異なりますので、ホームページをご覧ください。

令和５年度 第 3 回 法定講習開催予定（会場：高知会館）

消費者向け W e b コンテンツ公開中

賃貸売買
いま
、そのお

金、本当に払って大丈夫？
不動産取引に関する

お金の知識

　全宅保証協会のホームページ上に消費者向けのWEB コンテンツを公開しています。
　不動産取引の際に必要なお金について、役割、支払先、支払時期等を消費者目線で解説。トラブル事例、
手付金等保管制度・手付け金保証制度の紹介も掲載していますので、是非ご覧ください。


